
区　　　分

予 算 19 件
条 例 案 20 件 議案53件
その他議案 14 件
認 定 件
報 告 5 件
提 出 件

計 58 件

◎予算
（１９件）

　 総務部 【議案第 3 号】令和2年度三重県一般会計補正予算（第１２号）

【議案第 4 号】令和2年度三重県流域下水道事業会計補正予算（第３号）
（補正額　　　約４億円）

【議案第 5 号】令和3年度三重県一般会計予算
（予算額　　　約７，８８２億円）

【議案第 6 号】令和3年度三重県県債管理特別会計予算
（予算額　　　約１，４７０億円）

【議案第 7 号】

（予算額　　　約１８億円）

【議案第 8 号】令和3年度三重県国民健康保険事業特別会計予算
（予算額　　　約１，６１５億円）

【議案第 9 号】

（予算額　　　約３億円）

【議案第 10 号】
（予算額　　　約２３億円）

【議案第 11 号】令和3年度三重県就農施設等資金貸付事業等特別会計予算
（予算額　　　約１億円）

【議案第 12 号】令和3年度三重県地方卸売市場事業特別会計予算
（予算額　　　約３億円）

【議案第 13 号】令和3年度三重県林業改善資金貸付事業特別会計予算
（予算額　　　約６億円）

令和３年三重県議会定例会提出予定議案概要（追加提案その２ ）

件　　　名 概　　　要

令和3年度三重県立子ども心身発達医療センター事業特別会計予算

（国の令和２年度補正予算（第３号）に対応して、新型コロナウイルス感染症
の拡大防止策や事業継続に向けた支援、防災・減災、国土強靱化の推進な
ど安全・安心の確保などの取組を進めるため、これらに必要な経費につい
て、所要の措置を講ずる補正予算　約３３５億円）

令和3年度地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付特別会
計予算

令和3年度三重県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計予
算
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

　予算 【議案第 14 号】令和3年度三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計予算
　つづき （予算額　　　約２億円）

【議案第 15 号】令和3年度三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計予算
（予算額　　　約４億円）

【議案第 16 号】
（予算額　　　約２億円）

【議案第 17 号】令和3年度三重県水道事業会計予算
（予算額　　　約１６５億円）

【議案第 18 号】令和3年度三重県工業用水道事業会計予算
（予算額　　　約１２０億円）

【議案第 19 号】令和3年度三重県電気事業会計予算
（予算額　　　約１４億円）

【議案第 20 号】令和3年度三重県病院事業会計予算
（予算額　　　約７２億円）

【議案第 21 号】令和3年度三重県流域下水道事業会計予算
（予算額　　　約２３８億円）

◎条例案
（２０件） 【議案第 22 号】

　雇用経済部

（公布の日から施行）

令和3年度三重県港湾整備事業特別会計予算

　国から交付されるホストタウン等新型コロナウイルス感染症対
策交付金により、東京オリンピック競技大会及び東京パラリン
ピック競技大会に係るホストタウン及び事前キャンプ地における
選手等の受入れに際しての新型コロナウイルス感染症対策の実
施に要する経費の財源に充てるため、三重県ホストタウン等新
型コロナウイルス感染症対策基金を設置するものである。

（主な制定内容）

三重県ホストタウン等新型コ
ロナウイルス感染症対策基
金条例案

・　基金の設置、積立て、管理、運用益金の処理、処分、繰替運用等に
　ついて規定する。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 23 号】
　環境生活部

（主な制定内容）

(1)

(2)    県の責務並びに市町、教育に携わる者、県民及び事業者の役割

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

【議案第 24 号】
　環境生活部

（主な改正内容）

(1)

(2)

(3)

三重県交通安全条例案    交通情勢の変化を踏まえ、交通安全対策を総合的かつ計画
的に推進するため、交通安全の保持に関する条例の全部を改
正するものである。

（公布の日（一部令和３年１０月１日）から施行）

   県等の責務並びに市町、県民及び事業者の役割について規定する。

性の多様性を認め合い、誰
もが安心して暮らせる三重
県づくり条例案

   道路交通環境の整備、交通安全教育の推進及び高齢運転者の事故防
止対策について規定する。

   性的指向及び性自認の多様性が理解され、もって性的指向
及び性自認にかかわらず、全ての人の人権が尊重され、多様な
生き方を認め合う社会の実現に寄与するため、県の施策の基本
となる事項を定めるものである。

   自転車損害賠償責任保険等への加入及び加入の確認等について規定
する。

（令和３年４月１日から施行）

   目的及び基本理念

   教育の推進

   社会生活及び社会参加における対応

   顕彰

   基本計画

   広報及び啓発、研修等の実施

   相談への対応等
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 25 号】
　 総務部

・

【議案第 26 号】
　地域連携部

（令和３年６月１日から施行）
　（主な改正内容）

(1)

(2)

(3)

【議案第 27 号】
　総務部

（主な改正内容）

 (1)　
　　与を減額するための特例を定めるものとする。

 (2)　
　　与を減額するための特例を定めるものとする。

    三重県食品衛生法施行条例に基づくふぐ処理者免許証の交付等の事
務を四日市市が処理することとする。

知事等の給与の特例に関
する条例の一部を改正する
条例案

○　地方自治法
　（条例による事務処理の特例）
第２５２条の１７の２　都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例で定めるところに
より、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされ
た事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
２～４　（略）

三重県の事務処理の特例
に関する条例の一部を改正
する条例案

   管理監督職員の管理職手当の月額について、１００分の１０又は１００分
の５に相当する額を減ずる。

（主な改正内容）

   三重県食の安全・安心の確保に関する条例に基づく食品等の自主回収
の報告に係る事務について、四日市市へ移譲している事務を削る。

   県の厳しい財政状況を考慮し、知事等の給与を特例的に減
ずるものである。

（令和３年４月１日から施行）

三重県部制条例の一部を
改正する条例案

   令和３年度の組織機構の見直しに伴い、新たに知事の直近
下位の内部組織を設置することについて改正を行うものである。

（令和３年４月１日から施行）

   知事等の給与を減額するための特例期間を令和４年３月３１日まで１年
間延長する。

   三重県魚介類行商営業条例の廃止に伴い、同条例に基づく事務の規
定を削る。

   地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、知事の
権限に属する事務の一部を市町が処理することについて改正を
行うものである。

   デジタル社会の形成に向けた取組を部局横断的に推進していくため、
知事直轄組織として「デジタル社会推進局」を設置する。

＜参考＞
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 28 号】
　総務部
　つづき

（改正内容）

・

【議案第 29 号】

【議案第 30 号】
　子ども・福祉部

(1)

(2)

【議案第 31 号】
　医療保健部
　県土整備部

（主な改正内容）

(1)

(2)

(3)

（令和３年４月１日から施行）

    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法
律の一部改正に鑑み、地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定
に係る手数料、基準確認証の交付に係る医薬品等区分適合性調査の審
査手数料等を新設する。

会計年度任用職員の報酬、
費用弁償及び期末手当に
関する条例の一部を改正す
る条例案

   会計年度任用職員の期末手当について、年間支給割合を１００分の２５
５（現行１００分の２６０）に改める。

  条例の有効期限を令和３年３月３１日から令和６年３月３１日まで延長す
る。

（改正内容）

 （公布の日から施行）

　 三重県安心こども基金の設置の目的を達成するための事業
の新設に鑑み、条例の効力等についての規定を整備するもの
である。

職員の服務の宣誓に関する
条例の一部を改正する条例
案

（公布の日から施行）

（公布の日、令和３年４月１日、同年６月１日及び同年８月１日か
ら施行）

   建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正等に鑑
み、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等の新設及び額の改
定を行う。

   食品衛生法及び三重県食品衛生法施行条例の改正に鑑み、営業許可
申請手数料の額を改定するとともに、ふぐ処理者試験、ふぐ処理者免許証
の交付等に係る手数料を新設する。

　 行政手続における押印の見直しに鑑み、規定を整理するもの
である。

三重県手数料条例の一部
を改正する条例案

   建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改
正等に鑑み、手数料についての規定を整備するものである。

　 職員の期末手当の支給割合の改正等に鑑み、会計年度任用
職員の期末手当の支給割合の改正を行うものである。

○三重県安心こども基金の概要
　 国から交付される子育て支援対策臨時特例交付金により、子どもを安心して育てることができる体制
を整備するため、設置されている。

  上記に規定する期限までに実施された事業に係る精算期限を、令和３年
６月３０日から令和６年６月３０日まで延長する。

三重県安心こども基金条例
の一部を改正する条例案

＜参考＞
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 32 号】
　医療保健部

（令和３年４月１日から施行）
（主な改正内容）

(1)

(2)

(3)    医科歯科等の連携の推進に関することを加える。

(4)

【議案第 33 号】

（令和３年４月１日から施行）
（改正内容）

・

【議案第 34 号】
　環境生活部

【議案第 35 号】

（主な改正内容）

(1)

(2)    指定特定非営利活動法人が閲覧させる書類等から、個人の住所又は居
所に係る記載を除く規定を加える。

地方税法第三十七条の二
第一項第四号の寄附金を
受け入れる特定非営利活動
法人を指定するための基準
等を定める条例の一部を改
正する条例案

   特定非営利活動促進法及び特定非営利活動促進法施行令
の一部改正に鑑み、規定を整備するものである。

   指定特定非営利活動法人の指定基準のうち、公益性に関する基準の判
定に用いられる寄附金の額について、休眠預金からの助成金を除外する
旨の規定を加える。

三重県特定非営利活動促
進法施行条例の一部を改
正する条例案

三重県看護職員等修学資
金返還免除に関する条例の
一部を改正する条例案

   条例制定後の社会情勢の変化、本県における歯科口腔保健
の推進に係る取組の進展等を踏まえ、歯と口腔の健康づくりに
関する施策の充実を図るため、基本的施策についての規定を
整備するものである。

（令和３年６月９日から施行）

  修学資金の返還免除に必要な助産師の業務従事期間を３年（現行２年）
に延長する。

みえ歯と口腔の健康づくり
条例の一部を改正する条例
案

   歯科検診等を受けることができる環境の整備に関する規定に医療的ケ
ア児を加える。

   事業所における従業員の歯と口腔の健康づくりの推進に関することを加
える。

（令和３年６月９日（一部公布の日）から施行）

   歯科医療に係る地域での包括的な支援及びサービスの提供体制の整
備に関することを加える。

   助産師の県内定着を図るため、看護職員の修学資金の返還
免除についての規定を整備するものである。

   特定非営利活動促進法の一部改正に伴い、規定を整理する
ものである。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 36 号】
　環境生活部
　つづき

【議案第 37 号】

（主な改正内容）

【議案第 38 号】
　農林水産部

（令和３年６月１日から施行）

【議案第 39 号】
　教育委員会

（改正内容）

・   公立学校職員の定数を改正する。

  　　　　　　　　　　　　  現行　　　改正後　  増減

  県立学校　　高等学校　　  3,377人   3,245人    △132人

  　　　　　　特別支援学校  1,291人   1,315人       24人

  市町立学校　小学校　　　  6,882人   6,781人    △101人

  　　　　　　中学校　　　  3,663人   3,694人       31人

  合計　　　　　　　　　　 15,213人  15,035人    △178人

   地方税法の一部改正に伴い、規定を整理するものである。地方税法第三十七条の二
第一項第四号の寄附金及
び当該寄附金を受け入れる
特定非営利活動法人を定
める条例の一部を改正する
条例案

公立学校職員定数条例の
一部を改正する条例案

   令和３年度における公立学校の児童生徒数の増減による教
職員定数の変動等に伴い、公立学校職員の定数の改正を行う
ものである。

三重県食の安全・安心の確
保に関する条例の一部を改
正する条例案

   開館時間を、平日は午前９時から午後９時までに、土曜日、日曜日及び国民
の祝日に関する法律に規定する休日は午前９時から午後６時までに改める。

   みえ県民交流センターの施設運営の効率化を図るため、開
館時間及び休館日についての規定を整備するものである。

（令和４年４月１日から施行）

（公布の日から施行）

みえ県民交流センター条例
の一部を改正する条例案

（令和３年４月１日から施行）

   食品衛生法及び食品表示法の一部改正に鑑み、自主回収の
報告の規定を整備するものである。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 40 号】
　教育委員会
　つづき

（改正内容）

・

【議案第 41 号】
　医療保健部

（令和３年６月１日から施行）

◎その他議案
（１４件） 【議案第 42 号】

　総務部

○ 契約の目的

○ 契約の始期 令和３年４月１日
○ 契約金額 11,144,320円を上限とする額
○ 契約の相手方 神谷　研：税理士

（令和３年４月１日から施行）

公立学校の会計年度任用
職員の報酬、費用弁償及び
期末手当に関する条例の一
部を改正する条例案

　 公立学校職員の期末手当の支給割合の改正等に鑑み、公立
学校の会計年度任用職員の期末手当の支給割合の改正を行う
ものである。

三重県魚介類行商営業条
例を廃止する条例案

包括外部監査契約に基づく監査及
び監査の結果に関する報告

   食品衛生法の一部改正により、魚介類行商営業が同法に基
づく届出の対象業種とされることに鑑み、三重県魚介類行商営
業条例を廃止するものである。

  会計年度任用職員の期末手当について、年間支給割合を１００分の２５５
（現行１００分の２６０）に改める。

包括外部監査契約につい
て

　 包括外部監査契約について、地方自治法第252条の36第1項
に規定する包括外部監査契約を締結するものである。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 43 号】
　防災対策部

【議案第 44 号】
　農林水産部

【議案第 45 号】
　県土整備部 土木関係建設事業に対する

市町の負担について
   令和３年度において県の行う土木関係建設事業は、市町内
の公共施設等の機能を高め、住民福祉の増進に寄与するもの
であり、その利益を受ける限度に応じ、経費の一部について、当
該市町に負担を求めるものである。

防災関係建設事業に対する
市町の負担について

農林水産関係建設事業に
対する市町の負担について

　 令和3年度において県の行う防災関係建設事業は、市町内の
公共施設等の機能を高め、住民福祉の増進に寄与するもので
あり、その利益を受ける限度に応じ、経費の一部について当該
市町に負担を求めるものである。

   令和３年度において県の行う農林水産関係建設事業は、市
町内の公共施設等の機能を高め、住民福祉の増進に寄与する
ものであり、その利益を受ける限度に応じ、経費の一部につい
て、当該市町に負担を求めるものである。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 46 号】
　県土整備部
　つづき

1    関係市町

2    負担金の単価

3    負担金の額

北勢沿岸流域下水道（北部
処理区）の維持管理に要す
る費用の市町負担の改定に
ついて

   四日市市　桑名市　いなべ市　東員町　菰野町　朝日町
川越町

   流入水量１立方メートルにつき 51円
   （消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。）

   北勢沿岸流域下水道（北部処理区）の維持管理に要する経
費に充てるため、下水道法第３１条の２第１項の規定により、令
和３年度から令和５年度までの関係市町の負担を次のとおり定
める。

   負担金の単価に流入水量を乗じて得た額に、消費税及び
地方消費税に相当する額を加算した額とする。

○供用開始年月：昭和６３年１月
○現行単価：流入水量１立方メートルにつき ５２円
　　　　　　　　（平成３０年度～令和２年度、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。）

＜参考＞
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 47 号】
　県土整備部
　つづき

1    関係市

2    負担金の単価

3    負担金の額

【議案第 48 号】

1    関係市
   津市

2    負担金の単価

3    負担金の額

北勢沿岸流域下水道（南部
処理区）の維持管理に要す
る費用の市負担の改定につ
いて

中勢沿岸流域下水道（雲出
川左岸処理区）の維持管理
に要する費用の市負担の改
定について

   （消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。）

○供用開始年月：平成５年４月
○現行単価：流入水量１立方メートルにつき ８２円
　　　　　　　　（平成３０年度～令和２年度、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。）

   負担金の単価に流入水量を乗じて得た額に、消費税及び
地方消費税に相当する額を加算した額とする。

   流入水量１立方メートルにつき 77円

○供用開始年月：平成８年１月
○現行単価：流入水量１立方メートルにつき ６６円
　　　　　　　  （平成３０年度～令和２年度、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。）

   四日市市　鈴鹿市　亀山市

   流入水量１立方メートルにつき 65円
   （消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。）

   負担金の単価に流入水量を乗じて得た額に、消費税及び
地方消費税に相当する額を加算した額とする。

   北勢沿岸流域下水道（南部処理区）の維持管理に要する経
費に充てるため、下水道法第３１条の２第１項の規定により、令
和３年度から令和５年度までの関係市の負担を次のとおり定め
る。

   中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）の維持管理に要
する経費に充てるため、下水道法第３１条の２第１項の規定によ
り、令和３年度から令和５年度までの関係市の負担を次のとおり
定める。

＜参考＞

＜参考＞
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 49 号】
　県土整備部
　つづき

1    関係市町
   津市　松阪市　多気町

2    負担金の単価
   流入水量１立方メートルにつき 90円
   （消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。）

3    負担金の額

【議案第 50 号】

1    関係市町
   伊勢市　明和町　玉城町

2    負担金の単価
   流入水量１立方メートルにつき 91円
   （消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。）

3    負担金の額

中勢沿岸流域下水道（松阪
処理区）の維持管理に要す
る費用の市町負担の改定に
ついて

   負担金の単価に流入水量を乗じて得た額に、消費税及び
地方消費税に相当する額を加算した額とする。

宮川流域下水道（宮川処理
区）の維持管理に要する費
用の市町負担の改定につ
いて

○供用開始年月：平成１０年４月
○現行単価：流入水量１立方メートルにつき ９１円
　　　　　　　　（平成３０年度～令和２年度、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。）

   宮川流域下水道（宮川処理区）の維持管理に要する経費に
充てるため、下水道法第３１条の２第１項の規定により、令和３年
度から令和５年度までの関係市町の負担を次のとおり定める。

   負担金の単価に流入水量を乗じて得た額に、消費税及び
地方消費税に相当する額を加算した額とする。

   中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）の維持管理に要する経
費に充てるため、下水道法第３１条の２第１項の規定により、令
和３年度から令和５年度までの関係市町の負担を次のとおり定
める。

○供用開始年月：平成１８年６月
○現行単価：流入水量１立方メートルにつき ８５円
　　　　　　　　（平成１８年度～令和２年度、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。）

＜参考＞

＜参考＞
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 51 号】
　総務部

○ 金額 166,991,000円

【議案第 52 号】
　地域連携部 財産の処分について 　木曽岬干拓地工業用地の処分（売払い）

〇 所在地 桑名郡木曽岬町新輪一丁目12番19
〇 種目及び数量 土地　55,192平方メートル
〇 金額 1,050,151,982円
〇 相手方住所氏名 東京都中央区日本橋室町二丁目

1番1号
三井不動産株式会社
代表取締役社長　菰田　正信　　

　職員一人一台パソコンの購入財産の取得について
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 53 号】
　県土整備部

(1) 城ノ浜山居線
(2) 県道の廃止 多田ケ瀬山居線

【議案第 54 号】
　子ども・福祉部 　 三重県立小児心療センターあすなろ学園（現三重県立子ども

心身発達医療センター）において、療育活動中に生じた事故に
係る損害賠償請求事件について、県は裁判所の和解勧告を受
けて、訴訟上の和解を行うものである。

県道の路線認定及び廃止
について

   道路法（昭和２７年法律第１８０号）第７条第１項及び第１０条
第１項の規定により、県道の路線を次のとおり認定及び廃止す
るものとする。

県道の認定

和解について
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【議案第 55 号】
　環境生活部

(1)

 
計

(2)

 
国

(3)

 

(4)

 

   第３次三重県男女共同参画基本計画は次の４章で構成する。

第１章　計画の基本的事項

  第３次三重県男女共同参画基本計画の策定については、三重県男女共同参画推進条例第８条第４
項の規定により議会の議決を要する。

第４章　計画の推進

   施策体系や計画の重点事項、施策の内容について示したものである。

（計画の期間）

   令和３年度から令和１２年度までとする。

第２章　計画策定の方向性

   国内外や三重県の動向、現行計画の総括、計画の目標について示した
ものである。

第３章　施策体系と施策内容

   計画策定の背景・趣旨、計画の位置づけや期間について示したもので
ある。

第３次三重県男女共同参画
基本計画の策定について

　平成２３年に第２次三重県男女共同参画基本計画を策定し
（平成２９年に改定）、男女共同参画社会の実現に向け、施策を
総合的かつ計画的に推進してきたが、この計画が令和３年３月
末で終了することから、第３次三重県男女共同参画基本計画を
策定するものである。

（計画の内容）

   計画の推進体制および進行管理について示したものである。

＜参考＞
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

◎報告
（５件） 【報告第 1 号】

　防災対策部

損害賠償額 486,585円

　医療保健部

損害賠償額 145,750円

　農林水産部

損害賠償額 138,820円

   令和２年９月４日津市榊原町地内において発生した鈴鹿保健
所（保健衛生室）に係る自動車による公務上の事故に関して損
害賠償の額について和解した。

   令和2年11月24日鈴鹿市南江島町地内の国道23号において
発生した消防学校に係る自動車による公務上の事故に関して
損害賠償の額について和解した。

専決処分の報告について

（自動車事故による損害賠
償について）

（自動車事故による損害賠
償について）

   令和２年１０月２０日松阪市嬉野権現前町地内の県道松阪久
居線において発生した畜産研究所に係る自動車による公務上
の事故に関して損害賠償の額について和解した。

専決処分の報告について

（自動車事故による損害賠
償について）

専決処分の報告について
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

　県土整備部

損害賠償額 22,500円

　警察本部

損害賠償額 481,900円

損害賠償額 284,111円

令和２年６月９日伊賀市上野桑町地内の市道において発生し
た伊賀建設事務所（保全室）に係る自動車による公務上の事故
に関して損害賠償の額について和解した。

専決処分の報告について 　令和２年２月１０日鈴鹿市算所二丁目地内の駐車場において
発生した鈴鹿警察署に係る自動車による公務上の事故に関し
て損害賠償の額について和解した。

（自動車事故による損害賠
償について）

専決処分の報告について

専決処分の報告について

（自動車事故による損害賠
償について）

　令和２年６月２０日四日市市西町地内の市道において発生し
た四日市南警察署に係る自動車による公務上の事故に関して
損害賠償の額について和解した。

（自動車事故による損害賠
償について）
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

　警察本部
　つづき

損害賠償額 129,075円

損害賠償額 37,387円

損害賠償額 33,000円

専決処分の報告について 　令和２年８月５日津市一志町田尻地内の空き地において発生
した津南警察署に係る自動車による公務上の事故に関して損
害賠償の額について和解した。

専決処分の報告について
（自動車事故による損害賠
償について）

専決処分の報告について 　令和２年７月１０日津市一志町片野地内の県道松阪一志線に
おいて発生した地域課に係る自動車による公務上の事故に関
して損害賠償の額について和解した。

（自動車事故による損害賠
償について）

　令和２年７月２７日津市城山三丁目地内の県道上浜高茶屋久
居線において発生した津南警察署に係る自動車による公務上
の事故に関して損害賠償の額について和解した。

（自動車事故による損害賠
償について）

18



区　　　分 件　　　名 概　　　要

　警察本部
　つづき

損害賠償額 62,700円

損害賠償額 242,000円

損害賠償額 15,235円

（自動車事故による損害賠
償について）

　令和２年９月２８日松阪市駅部田町地内の駐車場において発
生した松阪警察署に係る自動車による公務上の事故に関して
損害賠償の額について和解した。

　令和２年９月１０日四日市市大宮西町地内の市道において発
生した四日市北警察署に係る自動車による公務上の事故に関
して損害賠償の額について和解した。

専決処分の報告について 　令和２年１０月１０日鈴鹿市神戸三丁目地内の県道四日市鈴
鹿環状線において発生した鈴鹿警察署に係る自動車による公
務上の事故に関して損害賠償の額について和解した。

（自動車事故による損害賠
償について）

（自動車事故による損害賠
償について）

専決処分の報告について

専決処分の報告について
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

　警察本部
　つづき

損害賠償額 30,673円

損害賠償額 56,000円

損害賠償額 20,460円

（自動車事故による損害賠
償について）

専決処分の報告について

専決処分の報告について 　令和２年１０月２０日津市久居小野辺町地内の駐車場におい
て発生した津南警察署に係る自動車による公務上の事故に関
して損害賠償の額について和解した。

（自動車事故による損害賠
償について）

（自動車事故による損害賠
償について）

　令和２年１０月１９日津市白塚町地内の市道において発生した
津警察署に係る自動車による公務上の事故に関して損害賠償
の額について和解した。

専決処分の報告について 　令和２年１２月２日四日市市日永一丁目地内の駐車場におい
て発生した四日市北警察署に係る自動車による公務上の事故
に関して損害賠償の額について和解した。
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

　教育委員会

損害賠償額 214,500円

【報告第 2 号】
　県土整備部

損害賠償額 2,641,211円

損害賠償額 17,820円

専決処分の報告について    令和２年１０月１０日いなべ市藤原町川合地内の県道時下野
尻線において、道路管理瑕疵に起因して発生した事故に係る
損害賠償の額について和解した。

専決処分の報告について 令和２年１１月１２日松阪市飯南町粥見地内の駐車場におい
て発生した県立飯南高等学校に係る自動車による公務上の事
故に関して損害賠償の額について和解した。

（自動車事故による損害賠
償について）

専決処分の報告について    令和２年５月２４日伊賀市比土地内の国道４２２号において、
道路管理瑕疵に起因して発生した事故に係る損害賠償の額に
ついて和解した。

（県管理道路における県の
管理瑕疵による損害賠償に
ついて）

（県管理道路における県の
管理瑕疵による損害賠償に
ついて）
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

　県土整備部
　つづき

損害賠償額 90,255円

【報告第 3 号】
　教育委員会

【報告第 4 号】
　医療保健部

　三重県高等学校等修学奨学金返還金の滞納に関し、支払督
促に係る訴えの提起（和解を含む。）を行った。

専決処分の報告について    令和２年１０月２９日亀山市川崎町地内の国道３０６号におい
て、道路管理瑕疵に起因して発生した事故に係る損害賠償の
額について和解した。

地方独立行政法人三重県
立総合医療センターの常勤
職員の数について

（県管理道路における県の
管理瑕疵による損害賠償に
ついて）

   地方独立行政法人法第５４条第２項の規定に基づくもの。

専決処分の報告について
（訴えの提起（和解を含
む。）について）
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

【報告第 5 号】
　県土整備部

【契約名称】

【履行場所】
【契約金額】 変更前 2,278,432,800円　

変更後 2,354,206,300円　
【契約方法】 随意契約
【契約の相手方の住所及び氏名】

【変更契約締結の年月日】
令和３年１月７日

【契約期間】 平成３０年１２月２０日から
令和３年３月２２日まで

四日市市楠町北五味塚地内

議会の議決すべき事件以外
の契約等について

津市羽所町７００番地アスト津１２階
大林・穂積・丸谷特定建設工事共同企業体

   地方公営企業の業務に関する予定価格５億円以上の工事又
は製造の請負の契約の変更

北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄
化センター第２期事業スクリーンポンプ棟（土
木）建設工事

所長　浜口　俊明

代表者
株式会社大林組三重営業所
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区　　　分 件　　　名 概　　　要

　企業庁

【契約名称】 大里浄水場沈澱池等築造工事
【履行場所】 津市大里山室町地内
【契約金額】 変更前 1,441,114,000円

変更後 1,496,886,200円
【契約方法】 随意契約
【契約の相手方の住所及び氏名】

四日市市鵜の森一丁目４番３号
メディカルセンタービル２Ｆ

代表者
鹿島建設株式会社　三重営業所
所長　大橋　昇一

【変更契約締結の年月日】
令和２年１２月１１日

【契約期間】 平成３０年１１月７日から
令和３年１月１４日まで

【契約名称】 山村浄水場耐震化工事
【履行場所】 四日市市山村町地内
【契約金額】 変更前 3,390,698,140円

変更後 3,456,853,240円
【契約方法】 随意契約
【契約の相手方の住所及び氏名】

津市北丸之内１２番

代表者
株式会社安藤・間　三重営業所
所長　横山　英樹

【変更契約締結の年月日】
令和２年１１月２７日

【契約期間】 平成２８年１１月９日から
令和２年１２月１７日まで

鹿島・日本土建・三重農林特定建設工事共
同企業体

　地方公営企業の業務に関する予定価格５億円以上の工事又
は製造の請負の契約の変更

議会の議決すべき事件以外
の契約等について

安藤・間・高砂・松岡特定建設工事共同企業
体

24


